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(57)【要約】
【課題】被検体の組織弾性の分布を示す弾性画像が形成
される超音波診断装置において、弾性画像が形成される
領域である関心領域のサイズを最適化する。
【解決手段】関心領域設定部３２は、超音波ビームが送
受波される送受波領域内に関心領域（初期関心領域）を
設定する。減衰評価値演算部３４により、初期関心領域
内での反射エコーの減衰を評価するための減衰評価値が
演算される。減衰評価値に基づいて、初期関心領域内に
おいて反射エコーの信号強度が小さいため組織弾性が正
しく計測できない領域（低演算精度領域）を識別する。
サイズ設定部３６は、減衰評価値に基づいて、関心領域
から低演算精度領域を除外するよう、初期関心領域のサ
イズを調整する。これにより、低演算精度領域を除外し
た関心領域において弾性画像を形成することが可能にな
る。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　生体内の送受波領域に対して超音波ビームを走査することで得られる反射エコーに基づ
いて、走査方向に並ぶ複数のビームデータを取得する送受波手段と、
　前記送受波領域内に関心領域を設定する関心領域設定手段と、
　前記複数のビームデータにおける前記関心領域に対応する複数の区間データに基づいて
、前記関心領域内における各位置の組織弾性を表した弾性画像を生成する弾性画像生成手
段と、
　を含み、
　前記関心領域設定手段は、
　前記複数の区間データのうちの少なくとも１つの区間データに基づいて、前記関心領域
での前記反射エコーの減衰を評価するための減衰評価値を演算する減衰評価値演算部と、
　前記減衰評価値に基づいて前記関心領域のビーム方向サイズを調整するサイズ調整部と
、
　を含むことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項２】
　前記減衰評価値演算部は、前記少なくとも１つの区間データにおけるビーム方向の複数
の深さ位置に対応する複数の振幅値に基づいて前記減衰評価値を演算する、
　ことを特徴とする請求項１に記載の超音波診断装置。
【請求項３】
　前記複数の振幅値は、前記関心領域における最も浅い位置の振幅値と、前記関心領域に
おける最も深い位置の振幅値とを含む、
　ことを特徴とする請求項２に記載の超音波診断装置。
【請求項４】
　前記サイズ調整部は、前記関心領域が有する上限深さと下限深さのうち、下限深さを調
整する、
　ことを特徴とする請求項１から３のいずれか１項に記載の超音波診断装置。
【請求項５】
　前記サイズ調整部は、前記下限深さを前記ビーム方向の浅い方へ移動させる、
　ことを特徴とする請求項４に記載の超音波診断装置。
【請求項６】
　前記減衰評価値演算部は、前記複数の区間データの全部に基づいて前記減衰評価値を演
算する、
　ことを特徴とする請求項１から６のいずれか１項に記載の超音波診断装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、超音波診断装置に関し、特に、被検体の組織弾性を示す弾性画像を生成する
超音波診断装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　超音波診断装置は、超音波プローブから被検体に対して超音波を送信し、被検体内部に
おいて超音波が反射することで発生する反射エコーを超音波プローブで受信して、断層画
像等を形成するものである。超音波診断装置の中には、生体組織の組織弾性を示す弾性画
像を生成する機能（エラストグラフィ）を備えているものがある。例えば、弾性画像は、
組織弾性（組織の硬さあるいは柔らかさを表す指標であって変位、ひずみ、ヤング率など
の指標又はそれらに相当する指標）の分布が色によって示された画像である。エラストグ
ラフィによれば、一般的な白黒断層画像上では視認困難な組織（例えば乳癌）などを比較
的明瞭に容易に特定することができる。
【０００３】



(3) JP 2016-2208 A 2016.1.12

10

20

30

40

50

　弾性画像の形成に関して具体例を説明する。生体組織に応力が加えられた場合に生体組
織の各位置において変位が生じる。生体組織の比較的硬い部分は変位量が小さく、比較的
柔らかい部分は変位量が大きくなる。したがって、応力が加えられたときの変位量に基づ
いて、生体組織の各位置の組織弾性を示す情報を得ることができる。超音波診断装置にお
いては、一般に、送受波面つまりビーム走査面上に、組織弾性を演算する範囲として関心
領域が設定される。用手的あるいは機械的な方法によって被検体表面を圧迫することで生
体組織に応力をかけ、関心領域（ＲＯＩ）内において、圧迫前後における生体組織の変位
量を計測する。変位量の計測は、相関演算などを用いて関心領域内の各位置の変位を検出
することで行う。計測された変位量を空間微分することで関心領域内の各位置におけるひ
ずみ量が算出され、当該ひずみ量に基づいて弾性画像が生成される。
【０００４】
　弾性画像内の各画素は、関心領域内の各位置の組織弾性に応じて着色される。例えば、
関心領域内の各位置におけるひずみ量の平均値が算出され、当該平均値がカラーバーの中
心色である緑に対応させられる。そして、ひずみ量が平均値に近い位置に対応する画素は
緑で着色され、平均値に比べひずみ量が小さいほど（硬い位置ほど）当該位置に対応する
画素は青に近い色で着色され、平均値に比べひずみ量が大きいほど（柔らかい位置ほど）
当該位置に対応する画素は赤に近い色で着色される、というように、ひずみ量に応じて関
心領域内の各画素が着色される。
【０００５】
　関心領域内の一部あるいは全部の領域において、圧迫前後における生体組織の変位量が
正確に計測できない場合がある。例えば、プローブが被検体の体表面から浮いてしまって
いる場合や、関心領域内に位置の変位量が正しく計測されない領域（血管内部など）が含
まれる場合である。このような場合、当該一部あるいは全部の領域においてひずみ量が適
切に算出されなくなり、弾性画像の一部あるいは全部の画素について、不適切に算出され
た（実際のひずみ量とは異なる）ひずみ量に基づいて着色されることになる。また、変位
量が正しく計測されない領域も関心領域に含めるとすると、関心領域内のひずみの平均値
が適切に算出されないことになり、例えば全体として青側に寄った色に着色されるなど、
弾性画像の着色が適切に行われなくなる。
【０００６】
　従来、ひずみ量が正確に算出されなかった部分を識別し、弾性画像において当該部分を
表示させない、あるいは当該部分について別途画像処理を行った上で表示することが行わ
れている。例えば、特許文献１には、弾性画像を表示する超音波診断装置であって、被検
体を圧迫することにより生じた変位の空間的なばらつきが大きい部分をノイズ成分として
判定し、当該ノイズ成分を除去して弾性画像を表示させる超音波診断装置が記載されてい
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００８－５８８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　近年、肝臓に対するエラストグラフィが注目されている。肝臓エラストグラフィによれ
ば、肝臓の組織弾性を容易に把握することができ、例えば肝腺維化などが非侵襲的に検出
可能となる。肝臓は人間が有する最大の内臓であるため、肝臓エラストグラフィを実施す
るにあたり、関心領域が比較的深い（超音波プローブから遠い）位置まで設定される場合
がある。肝臓は一例であるが、上記のように関心領域が比較的深い位置まで設定された場
合、比較的深い位置においては、反射エコーの信号強度（振幅）が小さくなることでＳ／
Ｎ比が悪化し、変位量が適切に計測できなくなる。
【０００９】
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　反射エコーの信号強度は、超音波プローブからの深度に応じて徐々に低下していく。一
定の深度以上の領域においては、変位量が一様に小さく計測される傾向にあり、各位置に
おいて計測される変位量がほぼ一定となってしまう。このような場合、変位量が正しく計
測されない領域である一定の深度以上の領域においても、変位量の空間的なばらつきとし
ては小さい値を維持している。したがって、関心領域の比較的深い位置においては、特許
文献１のように、変位の空間的なばらつきが大きい部分をノイズ成分として除外する方法
では、当該変位量が適切に計測できない領域を関心領域から除外することができない。な
お、肝臓以外の臓器の診断においても関心領域のサイズ（特に下限深さ）を自動的に最適
化したいというニーズがある。
【００１０】
　本発明の目的は、超音波診断装置において、弾性画像が形成される領域である関心領域
のサイズを最適化することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明に係る超音波診断装置は、生体内の送受波領域に対して超音波ビームを走査する
ことで得られる反射エコーに基づいて、走査方向に並ぶ複数のビームデータを取得する送
受波手段と、前記送受波領域内に関心領域を設定する関心領域設定手段と、前記複数のビ
ームデータにおける前記関心領域に対応する複数の区間データに基づいて、前記関心領域
内における各位置の組織弾性を表した弾性画像を生成する弾性画像生成手段と、を含み、
前記関心領域設定手段は、前記複数の区間データのうちの少なくとも１つの区間データに
基づいて、前記関心領域での前記反射エコーの減衰を評価するための減衰評価値を演算す
る減衰評価値演算部と、前記減衰評価値に基づいて前記関心領域のビーム方向サイズを調
整するサイズ調整部と、を含む。
【００１２】
　本発明は、基本的には、超音波ビーム方向における深度が大きくなるにつれ反射エコー
の信号強度が小さくなること、および、反射エコーの信号強度の減衰量がある程度以上の
領域においては適切な変位量が計測できず適切な弾性画像が形成できないことを前提とし
ている。上記構成によれば、まず、関心領域設定手段は、例えばユーザの指示に従って送
受波領域内に関心領域（初期関心領域）を設定する。初期関心領域は、超音波ビーム方向
および走査方向に一定の幅を有しており、例えば矩形である。次に、減衰評価値演算部に
より、１又は複数の区間データに基づいて、関心領域からの反射エコーの減衰を評価する
ための減衰評価値が演算される。減衰評価値は、例えば、関心領域内の各位置における反
射エコーの信号強度に基づいて演算される。演算された減衰評価値に基づいて、関心領域
内において反射エコーの信号強度が低いため適切な弾性画像が形成できない領域を識別す
ることができる。サイズ設定部は、減衰評価値に基づいて、関心領域内において相対的に
反射エコーの信号強度が低い領域を初期関心領域から除外するよう、初期関心領域の超音
波ビーム方向のサイズを調整する。これにより、適切な弾性画像が形成できない領域を除
外して弾性画像を形成することが可能になる。また、弾性画像の着色処理におけるひずみ
の平均値の算出においても、適切に計測された変位量の平均値を算出することができる。
【００１３】
　望ましくは、前記減衰評価値演算部は、前記少なくとも１つの区間データにおけるビー
ム方向の複数の深さ位置に対応する複数の振幅値に基づいて前記減衰評価値を演算する。
また、望ましくは、前記複数の振幅値は、前記関心領域における最も浅い位置の振幅値と
、前記関心領域における最も深い位置の振幅値とを含む。
【００１４】
　区間データから超音波ビーム方向に沿った複数の位置の反射エコーの信号強度（振幅値
）を得ることが可能である。典型的には、反射エコーの信号強度は、超音波ビーム方向の
深度が大きくなるにつれ小さくなることから、超音波ビーム方向に沿った複数の位置から
の反射エコーの信号強度によれば、関心領域内における反射エコーの減衰量が把握できる
。すなわち、減衰評価値を算出することができる。例えば、関心領域の最浅位置からの反
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射エコーの信号強度と関心領域の最深位置からの反射エコーの信号強度とに基づいて減衰
評価値を算出できる。
【００１５】
　望ましくは、前記サイズ調整部は、前記関心領域が有する上限深さと下限深さのうち、
下限深さを調整する。また、望ましくは、前記サイズ調整部は、前記下限深さを前記ビー
ム方向の浅い方へ移動させる。反射エコーの信号強度は、超音波ビーム方向の深度が大き
くなるにつれ小さくなるため、反射エコーの減衰により適切な弾性画像が形成できなくな
る領域は、関心領域の下限深さ側に存在する。したがって、サイズ調整部が関心領域の下
限深さを調整することで、適切な弾性画像が形成できない領域を関心領域から除外するこ
とができる。
【００１６】
　望ましくは、前記減衰評価値演算部は、前記複数の区間データの全部に基づいて前記減
衰評価値を演算する。例えば、関心領域において、同じ深さの領域であっても、反射エコ
ーが減衰しているのはその一部のみであって、他の部分については反射エコーの減衰量は
さほど大きくなく、適切に弾性画像を形成し得る程度の信号強度が得られる場合がある。
このような場合は、反射エコーが減衰している一部のみを関心領域から除外するのが望ま
しい。全部の区間データについて減衰評価値を演算することにより、例えば関心領域の下
限深さを区間データ毎に変更することが可能になり、同じ深さの領域であっても、反射エ
コーが減衰している一部のみを関心領域から除外することが可能になる。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、超音波診断装置において、弾性画像が形成される領域である関心領域
のサイズを最適化することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本実施形態に係る超音波診断装置の構成概略図である。
【図２】初期関心領域と初期関心領域に対して送信される超音波ビームを示す概念図であ
る。
【図３】反射エコーの信号強度の減衰の一例を示すグラフである。
【図４】反射エコーの信号強度の減衰の他の例を示すグラフである。
【図５】サイズが調整された関心領域を示す図である。
【図６】区間データ毎に関心領域の下限深さが変更させられる例を示す図である。
【図７】初期関心領域が比較的深い位置に設定された場合における反射エコーの信号強度
の減衰の例を示すグラフである。
【図８】初期関心領域が比較的浅い位置に設定された場合における反射エコーの信号強度
の減衰の例を示すグラフである。
【図９】警告データが表示される例を示す図である。
【図１０】本実施形態に係る超音波診断装置の動作の流れを示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、本実施形態に係る超音波診断装置について説明する。なお、本発明は以下の実施
形態に限定されるものではない。
【００２０】
　図１は、本実施形態に係る超音波診断装置１０の構成概略図である。超音波診断装置１
０は、一般に病院等の医療機関に設置され、被検体に対して超音波診断を実行する医療上
の機器である。超音波診断装置１０は、被検体内の生体組織の弾性画像を生成する機能を
備えている。
【００２１】
　プローブ１２は、被検体に当接され超音波の送受波を行う超音波探触子である。プロー
ブ１２は複数の振動子からなる振動子アレイを有している。振動子アレイに含まれる各振
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動子は、送受信部１４からの各振動子に対応する複数の送信信号によって振動して超音波
ビームを発生する。超音波ビームが送信される領域を送受波領域と呼ぶ。また、振動子ア
レイは送受波領域からの反射エコーを受信し、音響信号を電気信号に変換する。超音波ビ
ームは、機械的に走査される。走査の方式としては、超音波ビームが扇状に走査されるセ
クタ方式、超音波ビームが直線状に走査されるリニア方式などあるが、本実施形態では、
超音波ビームはリニア方式により走査される。
【００２２】
　また、プローブ１２は、弾性画像を生成するにあたり、被検体表面を圧迫するために用
いられる。検査者などのユーザは、プローブ１２を被検体表面に当接させ、そこから数ミ
リメートル程度プローブ１２を被検体内側に移動させることで被検体組織の圧迫を行う。
【００２３】
　送受信部１４は、プローブ１２が有する複数の振動子を励振する複数の送信信号をプロ
ーブ１２へ送ることで、プローブ１２において超音波を発生させる。また、送受信部１４
は、反射エコーを受信した複数の振動子から得られる複数の受信信号を整相加算処理して
、超音波ビームの走査方向に並ぶビームデータを形成する。このように、送受信部１４は
、送信ビームフォーマと受信ビームフォーマの機能を備えている。
【００２４】
　また、送受信部１４において、複数の受信信号の整相加算処理の前に、各受信信号の信
号強度（振幅）を調整する処理が行われてもよい。超音波ビームは、反射や散乱などの影
響により、ビーム方向の深い位置へ進むにつれ信号強度が減衰する。これに応じて、より
深い位置からの反射エコーはより信号強度が小さくなる。これを補正するため、より深い
位置からの反射エコーにより得られた受信信号の増幅量を増やすなどして、位置の深さに
よる反射エコーの信号強度の差を低減させる。このゲイン変更処理は、ＳＴＣ（Sensitiv
ity Time Control）あるいはＴＧＣ（Time Gain Compensation）と呼ばれている。
【００２５】
　送受信部１４において順次形成されるビームデータは、ビームメモリ１６に記憶される
。
【００２６】
　断層画像形成部１８は、送受波領域を１走査したことによって得られた複数のビームデ
ータ（１セットのビームデータ）をビームメモリ１６から読み出し、当該１セットのビー
ムデータに基づいて１フレーム分の断層画像データを生成する。この処理を連続的に行う
ことで複数フレーム分の断層画像データを生成する。本実施形態においては、断層画像形
成部１８は、対象組織の送受波領域における断面が画像として表されるＢモード画像を形
成する。
【００２７】
　弾性画像形成部２０は、ビームメモリ１６に記憶されたビームデータのうち、後述の関
心領域設定部３２が送受波領域内において設定した関心領域に対応する部分のデータであ
る区間データに基づいて、弾性画像データを形成する。弾性画像は、関心領域内における
組織弾性の相対的な分布を示す画像である。弾性画像形成部２０は、２セットビームデー
タに含まれる２つの区間データに基づいて、相関演算などを用いて関心領域内の各位置に
おける変位量を計測する。２つの区間データは、例えば得られた順（時系列順）に並べた
ときに隣接する２つのデータであるのが好ましい。さらに、弾性画像形成部２０は、計測
された変位量を空間微分して関心領域内の各位置におけるひずみ量を算出する。
【００２８】
　弾性画像形成部２０が有する平均値算出部２２は、関心領域内の各位置のひずみ量の平
均値を算出する。本実施形態では、ひずみ量の平均値はカラーバーの中央色である緑に割
り当てられる。関心領域内の各画素について、対応する位置のひずみ量が平均値近傍であ
る画素は緑に設定され、ひずみ量が少ない程青に近く、ひずみ量が多い程赤に近くなるよ
う設定される。
【００２９】
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　表示制御部２４は、断層画像形成部１８、弾性画像形成部２０、及び後述の警告生成部
３８から出力される信号に対して処理を行い処理後のデータを表示部３０に出力する。表
示制御部２４に含まれる白黒スキャンコンバータ２６は、断層画像形成部１８からの１フ
レーム分の断層画像データに基づいて、１枚の断層画像を生成する。また、表示制御部２
４に含まれるカラースキャンコンバータ２８は、弾性画像形成部２０からの弾性画像デー
タに基づいて、関心領域内の各画素がひずみ量に応じて着色された弾性画像を生成する。
【００３０】
　表示制御部２４は、生成した断層画像、弾性画像、および後述の警告生成部３８で生成
された警告データを表示部３０に表示させる。なお、表示部３０には、断層画像と弾性画
像を並列に並べるあるいは重畳させるなどして両方表示させてもよいし、弾性画像のみを
表示させるようにしてもよい。
【００３１】
　関心領域設定部３２は、弾性画像の形成対象領域となる関心領域を設定する。関心領域
設定部３２は、ユーザの指示に従って関心領域を設定する。本明細書においては、ユーザ
の指示に基づいて設定される関心領域を初期関心領域と記載する。ユーザは、表示部３０
に表示された断層画像上において、入力部４０に含まれるトラックボールなどを用いてカ
ーソルを動かし、初期関心領域の位置および範囲を指定する。関心領域設定部３２は、当
該指定に応じて初期関心領域を設定する。
【００３２】
　関心領域設定部３２は、初期関心領域内において、反射エコーが減衰してその信号強度
が十分でないため適切な弾性画像が形成されない領域（以後「低演算精度領域」と記載）
を識別し、低演算精度領域が関心領域から除外されるよう、関心領域のサイズを調整する
処理を行う。
【００３３】
　関心領域設定部３２には減衰評価値演算部３４およびサイズ設定部３６が含まれる。減
衰評価値演算部３４は、関心領域内における反射エコーの減衰を評価する減衰評価値を演
算する。減衰評価値は、初期関心領域内における低演算精度領域を示す指標となる。
【００３４】
　サイズ設定部３６は、演算された減衰評価値に基づいて、低演算精度領域を初期関心領
域から除外するよう初期関心領域のサイズを調整し、調整後の関心領域を設定する。減衰
評価値演算部３４およびサイズ設定部３６の処理については、図２－図８を用いて後に詳
述する。
【００３５】
　警告生成部３８は、サイズ設定部３６が関心領域のサイズを調整した結果、調整後の関
心領域のサイズが所定の条件を満たす場合に警告データを生成する。例えば、調整された
関心領域の面積が所定値以下になった場合、あるいは調整した結果、関心領域がなくなっ
てしまった場合（すなわち初期関心領域内の全てが低演算精度領域であると判断された場
合）に、弾性画像が表示できないことを示す警告データを生成する。警告データは、予め
メモリなどに記憶されており、条件に応じた警告データを読み出すようにしてもよい。警
告データは文字データまたは画像データなど表示部３０に表示するためのデータであって
もよいし、音声データ、あるいは超音波診断装置１０に備えられるＬＥＤなどを点灯させ
るためのデータなどであってもよい。
【００３６】
　入力部４０は、ボタン、スイッチ、あるいはトラックボールなどを含む操作パネルであ
る。入力部４０は検査者などのユーザに用いられ、初期関心領域の設定などに用いられる
。制御部４２は、ＣＰＵであり超音波診断装置１０全体を制御するものである。
【００３７】
　以下、図１を参照しながら図２－図８を用いて、関心領域設定部３２の処理を具体的に
説明する。
【００３８】
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　図２は、初期関心領域と初期関心領域に対して送信される超音波ビームを示す概念図で
ある。図２は、表示部３０に表示された断層画像５０を示している。上述の通り、断層画
像５０はＢモード画像である。断層画像５０上には、ユーザの指示に基づいて設定された
初期関心領域５２が示されている。
【００３９】
　図２には、プローブ１０から初期関心領域５２に対して送信される超音波ビーム群５６
が示されている。超音波ビーム群５６を示す矢印は超音波ビームの送信イメージを表すも
のであり、実際には表示部３０には表示されない。超音波ビーム群５６は体表面５８に当
接されたプローブ１０から送信される。図２の下側ほどプローブ１０からより遠い位置す
なわちより深い位置となっている。本明細書においては、図２、および図５－図６の上下
方向を深さ方向と表現し、下側ほど深度が深いと表現する。なお、図示は省略されている
が超音波ビームは初期関心領域５２以外の領域に対しても送信されている（それにより断
層画像５０が形成される）。
【００４０】
　超音波ビームが送信されると送受波領域内において反射エコーが生じ、上述の通り送受
信部１４において反射エコーに基づいてビームデータが形成される。形成されるビームデ
ータのうち、初期関心領域５２内の位置からの反射エコーにより形成されたビームデータ
が区間データとなる。減衰評価値演算部３４は、複数の超音波ビームから得られる複数の
区間データのうち少なくとも１つの区間データに基づいて反射エコーの減衰評価値を演算
する。なお、ビームデータは、サンプリングされた反射エコーデータ列で構成されるもの
である。よって、区間データは深さ方向に並ぶ複数の反射エコーデータにより構成される
。個々の反射エコーデータは反射エコーの大きさを示すものである。
【００４１】
　本実施形態においては、初期関心領域５２に送信される超音波ビーム群５６から選択さ
れる１本の代表ビームから得られる区間データに基づいて減衰評価値を演算する。超音波
ビーム５６ａが代表ビームとして選択された場合について説明する。図２には、超音波ビ
ーム５６ａ上において、初期関心領域５２の最も浅い位置である最浅位置６０と、最も深
い位置である最深位置６２が示されている。最浅位置６０の体表面５８からの（すなわち
プローブ１０からの）深さはｄ１であり、最深位置６２の深さはｄ２である。
【００４２】
　超音波ビーム５６ａに対応する区間データに基づけば、最浅位置６０と最深位置６２と
の間の超音波ビーム５６ａの深さ方向に並ぶ複数の位置からの反射エコーの信号強度を得
ることができる。減衰評価値演算部３４は、これら複数の位置からの反射エコーの信号強
度に基づいて減衰評価値を算出する。当該減衰評価値は、最浅位置６０と最深位置６２と
の間における反射エコーの減衰を示すものである。具体的には、最浅位置６０における反
射エコーの信号強度に対して、ある位置における反射エコーの信号強度がどの程度小さく
なっているかを示す指標である。
【００４３】
　反射エコーは、多数の周波数成分を有しており、その信号強度は周波数によって異なる
。本実施形態では、各周波数の信号強度のうち最も大きい信号強度を当該反射エコーの信
号強度としている。反射エコーの信号強度として、各周波数の信号強度の合計値などを用
いるようにしてもよい。
【００４４】
　また、送受信部１４においてＳＴＣ処理が行われている場合は、減衰評価値の演算に先
立って、減衰評価値演算部３４において反射エコーの信号強度をＳＴＣ処理前の状態に戻
す逆ＳＴＣ処理が行われるのが好ましい。これにより、ゲイン処理がされていない素の状
態においての反射エコーの信号強度に基づいて減衰評価値を演算することができる。
【００４５】
　本実施形態では、減衰評価値演算部３４は、初めに最浅位置６０からの反射エコーの信
号強度と、最深位置６２からの反射エコーの信号強度との比を減衰評価値として算出する
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。これは、最深位置６２における反射エコーの信号強度が、最浅位置６０からの反射エコ
ーの信号強度がどれだけ減衰しているかを示す指標となる。
【００４６】
　図３は、超音波ビーム５６ａの反射エコーの信号強度の減衰の一例を示すグラフである
。図３のグラフの横軸が深度であり、縦軸が反射エコーの信号強度である。図３に示され
る通り、深度が大きくなるにつれ反射エコーの信号強度が小さくなっている。最浅位置６
０からの反射エコーの信号強度はａ１であり、最深位置６２からの反射エコーの信号強度
がａ１よりも小さいａ２となっている。減衰評価値演算部３４は、減衰評価値としてａ２
／ａ１を算出する。本実施形態ではａ２を分子としているため、減衰評価値が大きい程反
射エコーの減衰が小さいことを意味する。算出した減衰評価値は、予め定められる閾値と
比較される。当該閾値は、適切にひずみ量が算出されない程度の信号強度に基づいて定め
られる。算出した減衰評価値が閾値よりも大きい場合には、初期関心領域５２における超
音波ビーム５６ａの反射エコーの減衰量が小さく、超音波ビーム５６ａに対応する区間デ
ータにおいては低演算精度領域が存在しない、と判断できる。
【００４７】
　本実施形態においては、複数の超音波ビームの反射エコーの減衰量は一様であるとの考
えから、１本の代表ビームの反射エコーについての減衰評価値が閾値よりも大きければ、
初期関心領域５２内には低演算精度領域が存在しない、と判断している。これにより、演
算量を低減させることが可能になり、よりリアルタイム性が向上する。しかし、代表ビー
ムを複数選択し、複数の代表ビームの反射エコーに関する減衰評価値が閾値よりも大きい
場合に低演算精度領域が存在しないと判断してもよく、また初期関心領域５２内に送信さ
れたすべての超音波ビームの反射エコーに関する減衰評価値が閾値よりも大きかった場合
に低演算精度領域が存在しない、と判断してもよい。
【００４８】
　図３に示す例においては、減衰評価値が閾値以上であったため、減衰評価値演算部３４
は、初期関心領域５２内に低演算精度領域は含まれないと判断する。サイズ設定部３６は
初期関心領域５２のサイズを変更しない。したがって、図２において、初期関心領域５２
内における各位置のひずみ量が算出され、これに基づいて初期関心領域５２内において弾
性画像５４が表示される。
【００４９】
　次に、減衰評価値ａ２／ａ１が閾値以下だった場合の処理について説明する。図４は、
超音波ビーム５６ａの反射エコーの信号強度の減衰の他の例を示すグラフである。図４に
示されるグラフにおいては、超音波ビーム５６ａの反射エコーの信号強度の減衰が図３に
示される例よりも大きく、減衰評価値ａ２／ａ１が閾値よりも小さくなっているとする。
この場合、単に減衰評価値ａ２／ａ１のみの評価では、初期関心領域５２の最深位置６２
において弾性画像が適切に形成されないということしか把握できない。
【００５０】
　そこで、減衰評価値が閾値よりも小さかった場合、減衰評価値演算部３４は、超音波ビ
ーム５６ａに対応する区間データを参照し、減衰評価値が閾値と等しくなる深度をサーチ
する。サーチの方法としては、例えば、最浅位置６０における信号強度ａ１と閾値に基づ
いて、閾値と減衰評価値ａ３／ａ１とが等しくなる信号強度ａ３を算出する。次に、最浅
位置６０の深度ｄ１とその信号強度ａ１、および最深位置６２の深度ｄ２とその信号強度
ａ２から信号強度減衰の傾きを算出する。そして、算出したａ３と傾きに基づいて減衰評
価値が閾値と等しくなる深度ｄ３を算出する。あるいは、最浅位置６０から深度が大きく
なる方向へ、または最深位置６２から深度が小さくなる方向へ、各位置における信号強度
を演算していき、信号強度がａ３となる深度を決定してもよい。
【００５１】
　算出された深度ｄ３は、低演算精度領域の境界となる深度である。すなわち、初期関心
領域の深度ｄ３より浅い位置は反射エコーの減衰がそれほど大きくなく、適切に弾性画像
が形成できると判断される領域である。一方、初期関心領域の深度ｄ３よりも深い位置は
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低演算精度領域と判断される。
【００５２】
　図５は、サイズが調整された関心領域を示す図である。サイズ設定部３６は、減衰評価
値演算部３４が算出した深度ｄ３に基づいて、関心領域のサイズを調整する。具体的には
、体表面５８（すなわちプローブ１０）から関心領域の下限深さまでの距離がｄ３となる
ように、初期関心領域５６のサイズを減少させて、調整後の関心領域７０を設定する。こ
れにより、低演算精度領域が関心領域から除外される。
【００５３】
　図４及び図５に示した例においても、１本の代表ビームに対応する区間データに基づい
て算出された減衰評価値に基づいて関心領域のサイズを調整している。したがって、代表
ビームである超音波ビーム５６ａに対応する区間データに基づいて、減衰評価値が閾値と
等しくなる深度がｄ３と算出された場合、図５に示すように、関心領域は矩形を保ったま
まその下限深度がｄ３となるように調整される。しかし、代表ビームが複数あってもよい
。算出される減衰評価値と閾値とが等しくなる深度が複数の区間データ毎に異なる場合、
どの深度を関心領域の下限深さとするかはユーザにより選択させるようにしてよい。例え
ば、ユーザが関心領域から低演算精度領域を完全に排除することを望む場合は、複数の深
度のうち最も浅い深度を下限深さとすればよい。一方、ユーザが関心領域に多少低演算精
度領域が含まれても、より広い範囲の弾性画像を得ることを望む場合は、深度のうち、複
数の深度のうち最も深い深度を下限深さとすればよい。あるいは、算出される複数の深度
の平均値を下限深さとするようにしてもよい。
【００５４】
　また、初期関心領域５２に送信される複数の超音波ビームに対応する複数の区間データ
毎に減衰評価値と閾値が等しくなる深度を算出し、区間データ毎に関心領域の下限深さを
変更するようにしてもよい。図６は、区間データ毎に関心領域の下限深さが変更させられ
る例を示す図である。図６に示されるように、複数の区間データ毎に算出された複数の深
度に基づいて、区間データ毎に関心領域の下限深さが変更された場合、調整後の関心領域
７２の下限は非直線となっている。区間データ毎に関心領域の下限深さを変更することで
、関心領域から低演算精度領域を除外するとともに、関心領域をより広く取ることが可能
になる。
【００５５】
　図７は、初期関心領域が比較的深い位置に設定された場合における反射エコーの信号強
度の減衰の例を示すグラフである。本実施形態においては、初期関心領域の最浅位置から
の反射エコーの信号強度の減衰量に基づいて減衰評価値を演算し、それに基づいて関心領
域のサイズを設定している。したがって、初期関心領域が比較的深い位置に設定され、初
期関心領域の最浅位置において既に反射エコーの信号強度が小さい場合、そこから初期関
心領域の最深位置までの反射エコーの信号強度の減衰量は小さく、演算される減衰評価値
は予め定められた閾値よりも大きくなってしまう場合がある。この場合、初期関心領域内
のすべての位置において適切に弾性画像が形成されないにも関わらず、初期関心領域のサ
イズは調整されないことになってしまう。
【００５６】
　本実施形態では、このような事態を防ぐため、図７に示すよう反射エコーの信号強度に
所定の閾値（Threshold 1）を設け、初期関心領域の最浅位置における反射エコーの信号
強度（ａ１）がThreshold 1よりも小さい場合は、減衰評価値演算部３４は、関心領域を
削除し、弾性画像を表示させないこととする。Threshold 1は、適切に弾性画像が形成さ
れるのに最低限必要な反射エコーの信号強度とする。
【００５７】
　図８は、初期関心領域が比較的浅い位置に設定された場合における反射エコーの信号強
度の減衰の例を示すグラフである。初期関心領域が比較的浅い位置に設定され、初期関心
領域の最深位置においても反射エコーの信号強度が十分に大きい場合であっても、初期関
心領域の最浅位置から最深位置までの反射エコーの信号強度の減衰量が大きい場合、演算
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される減衰評価値は予め定められた閾値よりも小さくなってしまう。この場合、初期関心
領域内のすべての位置において適切に弾性画像が形成されるにも関わらず、初期関心領域
のサイズが減少するよう調整されることになってしまう。
【００５８】
　本実施形態では、このような事態を防ぐため、図８に示すよう反射エコーの信号強度に
所定の閾値（Threshold 2）を設け、初期関心領域の最深位置における反射エコーの信号
強度（ａ２）がThreshold 2よりも大きい場合は、算出された減衰評価値が閾値より小さ
い場合であってもサイズ設定部３６は、初期関心領域のサイズを調整せず、関心領域を初
期関心領域のサイズのまま維持する。Threshold 2も、適切に弾性画像が形成されるのに
最低限必要な反射エコーの信号強度とする。
【００５９】
　なお、本実施形態においては、Threshold 1とThreshold 2は同一の信号強度としている
が、これらを異なる値に設定してもよい。
【００６０】
　本実施形態では、初期関心領域の最浅位置における反射エコーの信号強度と、初期関心
領域の最浅位置と最深位置との間のある位置における反射エコーの信号強度との比を減衰
評価値としているが、減衰評価値としては、２つの位置における反射エコーの信号強度の
比に限られず、例えば２つの位置における反射エコーの信号強度の差などであってもよい
。
【００６１】
　また、複数の区間データに基づいて、初期関心領域における反射エコーの減衰量の平均
値を減衰評価値としてもよい。この場合、各区間データにおいて２つの位置の深度と反射
エコーの信号強度から、図３および図４に示されるグラフの傾きに相当する量を算出し、
各区間データにおける傾きの平均値を減衰評価値とする。そして、算出された傾きの平均
値に応じて、関心領域の深度を決定するようにしてもよい。
【００６２】
　上述の通り、本実施形態では、区間データに基づいて初期関心領域内における反射エコ
ーの減衰を評価する減衰評価値を算出している。減衰評価値は、初期関心領域内における
低演算精度領域を示す指標となる値であるため、これに基づいて初期関心領域から低演算
精度領域を除外するよう初期関心領域のサイズが調整される。これにより、弾性画像内に
おいて正確でない組織弾性が表示されるのを防ぐことができ、弾性画像の信ぴょう性を向
上させることができる。また、関心領域内の組織弾性の平均値を正しく算出可能になるた
め、弾性画像における画素の着色も正しく行うことが可能にある。
【００６３】
　図９は、警告データが表示される例を示す図である。本実施形態では、初期関心領域５
２のサイズが調整された結果、調整後の関心領域の面積が所定値以下になった場合、ある
いは調整した結果、関心領域がなくなってしまった場合に表示部に弾性データを表示でき
ないことを示す警告画像９０を表示させる。このとき、ユーザが初期関心領域５２の位置
および大きさを把握できるよう、初期関心領域５２の範囲が点線などで表示させるのが好
適である。
【００６４】
　図１０は、本実施形態に係る超音波診断装置の動作の流れを示すフローチャートである
。図１を参照しながら図１０を説明する。
【００６５】
　ステップＳ１０において、関心領域設定部３２は、ユーザの指示に従って、送受波領域
に初期関心領域を設定する。
【００６６】
　ステップＳ１２において、プローブ１２から初期関心領域に対して超音波ビームが送信
され、ビームメモリ１６に区間データを含むビームデータが記憶される。
【００６７】



(12) JP 2016-2208 A 2016.1.12

10

20

30

40

　ステップＳ１４において、減衰評価値演算部３４は、区間データに基づいて、減衰評価
値を算出する。本実施形態では、初期関心領域の最浅位置からの反射エコーの信号強度で
あるａ１と、最深位置からの反射エコーの信号強度であるａ２に基づいて、ａ２／ａ１を
減衰評価値として算出する。
【００６８】
　ステップＳ１６において、減衰評価値演算部３４は、算出したａ２／ａ１が予め定めら
れた閾値以上であるか否かを判断する。ａ２／ａ１が閾値以上であれば、ステップＳ１８
に進み、弾性画像形成部２０は、初期関心領域において弾性画像を形成し、ステップＳ２
８において当該弾性画像が表示部３０に表示される。
【００６９】
　ステップＳ１６においてａ２／ａ１が閾値より小さかった場合は、ステップＳ２０に進
み、減衰評価値演算部３４は、ａ３／ａ１＝閾値を満足する信号強度であるａ３を算出し
、区間データに基づいて反射エコーの信号強度がａ３となる位置を算出する。
【００７０】
　ステップＳ２２において、サイズ設定部３６は、減衰評価値演算部３４が算出した位置
に基づいて、初期関心領域のサイズを調整する。具体的には上述のように、初期関心領域
の下限深さを調整する。
【００７１】
　ステップＳ２４において、調整後の関心領域の面積が所定値以上であるか否かを判断す
る。調整後の関心領域の面積が所定値以上である場合、ステップＳ２６において、弾性画
像形成部２０は、調整後の関心領域において弾性画像を形成し、ステップＳ２８において
当該弾性画像が表示部３０に表示される。
【００７２】
　ステップＳ２４において、調整後の関心領域の面積が所定値より小さい場合は、ステッ
プ３０において、表示部３０には、警告生成部３８が生成した警告画像が表示される。こ
の場合、弾性画像形成部２０は、弾性画像の形成を行わない。
【００７３】
　上述においては、ユーザの指示に基づいて設定された初期関心領域のサイズを１度調整
する例について説明している。しかし、初期関心領域内において低演算精度領域が刻々と
変化する場合も考えられる。したがって、順次取得される区間データに基づいて、関心領
域のサイズ調整を連続して行うのが好適である。これにより、刻々と変化する低演算精度
領域に応じて、動的に関心領域のサイズ調整を行うことができる。
【符号の説明】
【００７４】
　１０　超音波診断装置、１２　プローブ、１４　送受信部、１６　ビームメモリ、１８
　断層画像形成部、２０　弾性画像形成部、２２　平均値算出部、２４　表示制御部、２
６　白黒スキャンコンバータ、２８　カラースキャンコンバータ、３０　表示部、３２　
関心領域設定部、３４　減衰評価値演算部、３６　サイズ設定部、３８　警告生成部、４
０　入力部、４２　制御部、５０　断層画像、５２　初期関心領域、５４　弾性画像、５
６　超音波ビーム群、５８　体表面、６０　最浅位置、６２　最深位置、７０，７２　調
整後の関心領域、９０　警告画像。
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【手続補正書】
【提出日】平成26年6月18日(2014.6.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　生体内の送受波領域に対して超音波ビームを走査することで得られる反射エコーに基づ
いて、走査方向に並ぶ複数のビームデータを取得する送受波手段と、
　前記送受波領域内に関心領域を設定する関心領域設定手段と、
　前記複数のビームデータにおける前記関心領域に対応する複数の区間データに基づいて
、前記関心領域内における各位置の組織弾性を表した弾性画像を生成する弾性画像生成手
段と、
　を含み、
　前記関心領域設定手段は、
　前記複数の区間データのうちの少なくとも１つの区間データに基づいて、前記関心領域
での前記反射エコーの減衰を評価するための減衰評価値を演算する減衰評価値演算部と、
　前記減衰評価値に基づいて前記関心領域のビーム方向サイズを調整するサイズ調整部と
、
　を含むことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項２】
　前記減衰評価値演算部は、前記少なくとも１つの区間データにおけるビーム方向の複数
の深さ位置に対応する複数の振幅値に基づいて前記減衰評価値を演算する、
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　ことを特徴とする請求項１に記載の超音波診断装置。
【請求項３】
　前記複数の振幅値は、前記関心領域における最も浅い位置の振幅値と、前記関心領域に
おける最も深い位置の振幅値とを含む、
　ことを特徴とする請求項２に記載の超音波診断装置。
【請求項４】
　前記サイズ調整部は、前記関心領域が有する上限深さと下限深さのうち、下限深さを調
整する、
　ことを特徴とする請求項１から３のいずれか１項に記載の超音波診断装置。
【請求項５】
　前記サイズ調整部は、前記下限深さを前記ビーム方向の浅い方へ移動させる、
　ことを特徴とする請求項４に記載の超音波診断装置。
【請求項６】
　前記減衰評価値演算部は、前記複数の区間データの全部に基づいて前記減衰評価値を演
算する、
　ことを特徴とする請求項１から５のいずれか１項に記載の超音波診断装置。
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